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本稿は,中 国に進出している日本企業の日本人マネジャーが中国人従業員

のモチベーションをどのように して高めているのかについて,上 海,杭 州,

嘉興,大 連で実施 したヒア リング調査の結果に基づいて紹介する。この調査

では中国人従業員にもヒア リングを行ったので,日 本人マネジャーと業務を

遂行 していく中で,ど のような場面でモチベーションが低下 したのかについ

ても述べてみる。 さらに,中 国人従業員を対象にした文化的価値観に関する

アンケー ト調査の結果についても説明する。その上で,彼 等のモチベーショ

ンの有効な高め方 と維持の仕方の双方について考えう。

中国人従業員のモチベー ションの高め方 と維持の仕方

事例l

A社 は,1995年 に上海に進出した。主に,軍 用のス ピーカーの開発 ・生

産をしている。A社 の総経理(社 長に相当),副 総経理,部 長各3名,室 長,

担当,中 国人課長各3名,関 連会社総経理の計11名 を対象にヒアリング調

査を実施 した結果に基づいて,ど のようにして中国人従業員のモチベーショ

ンを向上させ,維 持 しているのか以下に整理 してみた。

第1に,抑 圧の中での動機づけである。

A社 の工場では,100人 民元から500人 民元までの罰金を設 けている。作
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業 中 に私 語 を した,工 場 内 に ゴ ミを捨 て た,工 場 内 を走 った,工 場 内 で タバ

コ を吸 った 等 の 行 動 に対 して は,100人 民 元 の 罰 金 が 課 せ られ る。 測 定 しな

い で デ ー タ を捏 造 した場 合 は,500人 民 元 の 罰 金 にな る。 ワ ー カ ー の 月 給 が

700人 民 元 で,こ れ を1元13円 の レー トで,日 本 円 に 換 算 す る と,9,100円

に な る。 こ の 内,1,300円 か ら6,500円 が 罰 金 と して差 し引 か れ る こ とに な

る。 この 額 は,従 業 員 に とっ て は,相 当 の 打撃 に な る。 処 罰 に際 して は,紙

に 本 人 の 名 前,日 時,理 由,罰 金 の額 等 を 明記 し,本 人 に署 名 させ た上 で,

他 の 従 業 員 の 目 につ く場 所 に掲 示 して い る。

この よ うに して,罰 を与 え る こ とに よ って,行 動 の是 正 が 動 機 づ け られ る。

これ を こ こ で は,否 定 的動 機 づ け と呼 ぶ。

第2に,褒 賞 な らび に表 彰 に よ る動 機 づ け で あ る。

自分 の担 当以 外 の と こ ろ で 不 良 品 を 発 見 した 場 合 に は,50人 民 元 が支 払

わ れ る。 同 様 に,発 見 者 の名 前,顔 写 真,日 時等 を掲 示 し,品 質 表彰 を 行 っ

て い る。 しか し,過 去 に,こ の管 理 方 法 を悪 用 して,褒 賞 金 を搾 取 して い た

例 が あ った 。 そ の 手 口 は,仲 間 で 不 良 品 を 意 図 的 に生 産 し,"発 見"し,仲

間 で 賞 金 を 配 分 して い た とい う もの だ った。

また,小 集 団 活 動 を通 じた 褒 賞 金 な らび に表 彰 も実 施 して い る。 最 近,行

わ れ た会 社 主 催 の プ ロ ジ ェ ク トに は,全 社 で30チ ー ムが 参加 し,優 秀 な チー

ム は1,200人 民 元 を獲 得 した。 また,優 秀 な チ ー ム メ ンバ ー の写 真 や改 善 案

を掲 示 した 。 こ れ らは,一 定 の効 果 を上 げ て い る。

さ ら に,中 国人 従 業 員 か ら選 抜 した者 を,本 社 で行 われ る研 修 に参 加 させ,

モ チベ ー シ ョ ンの 向上 を 図 っ て い る。 日本 に行 くこ とが 中 国 人 の 現地 従 業 員

に は ヒ ー ロ ーの 条 件 に な るか らで あ る。 この場 合,第1の 罰 に対 して,肯 定

的 動 機 づ け とい え る。

第3に,詳 細 な ル ー ル や仕 組 み に よ る動 機 づ け で あ る。

各 自が 工 場 の 入 り 口で静 電 気 の チ ェ ッ クを し,表 に記 入 す る。 そ れ を 班 長
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が確認する。材料の購買に関しては確認する仕組みができている。明 日の材

料が購買されているか否かを確認をするために,表 に掲載された各材料の項

目に購買されている場合はニコニコマークを,さ れていない場合は怒 ってい

るマークをつける仕組みを作 っている。

「日本ではここまでやらなくてもやるのに」 とA社 の製造部の部長は言 う。

また,5S(整 理,整 頓,清 潔,清 掃,躾)を 徹底させるために,A社 で

は,ほ うきと塵取 りを中国人従業員の目にみえる位置に置いている。さらに,

中国人従業員が作業中に指にはめるゴムをロッカールームに捨てる対策とし

て,部 長の1人 は,ロ ッカーをオープンな配置に変えることを考えている。
'
躾に関 しては,作 業中の正 しい姿勢が良い製品を作る基礎になるという考え

方を浸透させようと,部 長が作業中の姿勢の悪いワーカーを注意 して回って

いる。

第4に,面 前での叱責の回避と動機づけである。

通常,日 本の職場では叱責は,部 下を発憤させたり,職 場の雰囲気を引き

締めたり,同 様の失敗を繰 り返さないように意識づけることを目的として,

しばしば行われる。日本では,一 昔前までは,他 の従業員の面前の叱責さえ,

受容 されていた。 しか し,種 々の調査によって,明 らかにされたように,叱

責が一 特に,面 前での叱責が一 効果を持つのは,日 本 と韓国 ぐらいの

ものである。

ヒア リングを した3人 の中国人の課長によれば,面 前で 日本人上司から叱

責をされると,意 欲を失 うと言 う。中国では,面 子を重ん じる文化があるの

で,面 子を潰されることに対する反感は,日 本人が想像する以上に強い。多

くの叱責された部下が,そ の場で辞職の意を表わすことさえある。 こうした

経験か ら,叱 責という動機づけに対 しては,現 場のマネジャー達は,慎 重に

なってきている。最 も,簡 単な工夫として,個 人的に,個 室で叱責 した り,

提案するなどの方法がとられている。
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第5に,中 国 人 従 業 員 間 の 妬 み に対 す る対 策 と動 機 づ け で あ る。

あ る 中 国 人 従 業 員 が,一 所 懸 命 仕 事 を した り,昇 進 昇 格 す る と,他 の 従業

員 か ら妬 み を 買 う。 例 え ば,現 地 人 の リー ダ ー と サ ブ リー ダ ー の 自転 車 が パ

ンク さ せ られ た。 リー ダー や サ ブ リー ダ ー は,そ の よ うな 目 に あ う と,現 地

人 の部 下 達 に 指 示 命 令 を 出 して仕 事 を や らせ よ う と い う意 欲 が 低 下 して しま

う。 そ こ で,A社 で は,駐 輪 場 に監 視 カ メ ラ を 設 置 した り,リ ー ダ ー とサ

ブ リー ダ ー の駐 輪 場 に は 囲 い を設 け た。 監 視 カ メ ラ に,あ る女 性 従 業 員 が,

カ ッタ ー ナ イ フで リー ダ ー の 自転 車 を パ ン ク させ て い る姿 が 映 って い た。 そ

こで,こ の 女 性 従 業 員 を解 雇 した こ と もあ る。

A社 の 日本 人 マ ネ ジ ャー に よ れ ば,以 上 の よ う な動 機 づ け の 方 法 を と っ

て い る が,企 業 文 化 の 浸 透 に よ る動 機 づ け は,か な り難 しい。A社 の 日本

人 マ ネ ジ ャ ー は,口 を揃 えて 次 の よ うに表 現 を変 え て言 う。

・「日系 の 自動 車 メ ー カ ー さ ん で 働 いて い る 中 国 人 は,み ん な似 て い ます

よ 。T社 もH社 も。社 風 は 浸 透 しに くい で す 」

・「社 風 は染 み つ か な い で す。 ワー カ ー ク ラス は,1年 契 約 で す か ら」

・「社 風 は現 地 従 業 員 に は落 ちま せ ん」

・「ワ ー カ ー ク ラス に 社風 を浸 透 させ るの は無 理 で す 」

・「ビ ジ ョ ンの浸 透 は無 理 で す ね」

上 の コメ ン トか ら,日 本人 労 働 者 の 場 合,全 て の 階層 に わ た り,社 風 が 比

較 的,浸 透 して い る と い う こ とが 分 か る。 それ は,短 期 的 な契 約 で は な い終

身 雇 用 が もた らす 長 期 的 な信 頼 関 係 に価 値 を置 い て き た 日本 企 業 の 文 化 と関

係 が あ る。

本 社 と同 じよ うな 考 え 方,価 値 観 信 念 を ス タ ッフ に浸 透 さ せ る こ と によ

る動 機 づ け は,T社 やH社 の み な らず,A社 で も困 難 で あ る と,A社 の 日

本 人 マ ネ ジ ャー は主 張 す る。
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次に,上 で挙げた動機づけと関連のある管理方法について以下でみていこ

う。

一般に,日 系企業の就業細則には,罰 金規定や解雇の場合,対 象 となる行

為や行動についての規程がある。

大連でダ ンボールを製造 している日系企業B社 では,工 場内で唾を吐い

たり,禁 煙場所以外で喫煙をした り,寮 の門限を破った場合 は,50人 民元

の罰金が課せ られる。喧嘩をした場合は,即 時に,解 雇にしている。

B社 総経理は,モ チベーションに関して,一 般ワーカーとスタッフを区別

して考えている。労働人口が豊富で交代要員がいる一般ワーカーには,労 働

の対価として給料,食 事,住 居を提供 しており,モ チベーションは期待 して

いない。一方,ス タッフに関しては,① 役職ならびに仕事の内容,② 給料,

③会社における本人の将来像の3点 に重点を置きながら,モ チベー ションの

向上に取り組んでいる。B社 総経理によれば,中 国人スタッフと日頃のコミュ

ニケーションができていれば,他 社から① と②の面で良い条件を示されても

断るが,そ うでないと直ちに転職 して しまう傾向がある。A社 と同様,期

待しているスタッフには日本本社や中国国内での研修に参加させた り,彼 等

のスキルの向上の機会を与えている。

大連で携帯電話部品を生産 しているC社 の副総経理の場合,調 査当時

(2002年),中 国人従業員のモチベーションが低いという問題に直面 してい

た。彼のとったモチベーション向上の対策は,合 理化提案の導入である。中

国人従業員 に職場の改善 について提案を求めるというものである。過去の実

績によれば,実 に,年 間約3,000件 にも上る改善案が寄せ られた。その中か

ら,担 当事務局の中国人スタッフが優秀な提案を選 りす ぐり,そ れらを日本

語に訳す。最終的な決定は,部 課長が出席する会議でなされ,激 励賞,建 設

賞,合 理賞,革 新賞,成 果賞の各賞に選ばれた提案をした従業員が表彰され

る。副総経理は,率 先垂範 して合理化提案の会議に出席 している。 というの
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は,中 国人マネジャー達に合理化提案を重視 しているというメ ッセージを送

りたいからである。

以上は,功 があれば約束通 り賞を与え,罪 があれば必ず罰す という 「信賞

必罰」による動機づけである。言い換えれば,善 悪を明確にする管理方法で

ある。

ヒア リングをした中国人の課長の1人 は,口 頭では効果がな く,罰 金を課

す方法が中国人には有効であると主張 し,上 記の管理方法を支持 した。他方,

日本のコンサルタント会社で,中 国に進出する日本企業を対象に経営支援を

行 っている中国人ア ドバイザーは,合 弁企業設立を予定 している中小企業の

社長に対 し,中 国人従業員の動機づけとして,「縛 り」,即 ち,ル ールによる

強制という手法を挙げた。この中国人ア ドバイザーも詳細なルールによって,

中国人の現地従業員を縛 り,抑 圧 した中で動機づけを行うのが効果的である

と考えているポ

ミッション(使 命),ビ ジョン,ス ピリッ トの浸透のメリットには,文 化

的背景の相違にもかかわ らず,共 通の価値観や信念を持 っていることにより,

業務が容易になるという大きなメリットがある。 日系自動車メーカーの中に,

その企業が重視する考え方,価 値観,信 念をウェイという形で整理 し,そ の

浸透を図っている企業がある。その企業の トップは,文 化的背景の異なる現

地の トップも,本 社と同 じ考え方,価 値観,信 念を持 って意思決定 して欲し

いと望んでいる。A社 の日本人マネジャーの1人 も,本 社の 日本人と同じ

考え方や価値観を持って意思決定する現地従業員を育てたいと言う。 しかし,

彼は,中 国人の現地従業員に価値観や信念を浸透させることは,相 当困難で

あると認めている。

価値観,信 念,ス ピリットの浸透による動機づけの手法は,日 系企業にとっ

てかな り難 しい。では,こ れらを浸透 させ るための方法はないだろうか。
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第1は,そ の企業が尊重する価値観,信 念,ス ピリットに基づいた行動を

した現地従業員を評価する仕組みを作る必要がある。その要として,そ の企

業が重視する価値観,信 念 スピリットを反映 した項目を人事評価に入れる。

例えば,協 働を重視する組織ならば,「 自部署内のメンバーと成功事例や失

敗事例の共有化を図っているか」「関連部署のメンバーにも成功事例や失敗

事例を紹介し,有 益な情報や意見の交換を積極的に行 っているか」 といった

評価項 目がある。

第2は,価 値観,信 念,ス ピリットを浸透 させるためのファシリテーショ

ン・チームを本社内に作 り,現 地で浸透度の調査を実施する方法がある。ファ

シリテーション・チームは,ト ップに浸透度を報告 し,そ れが低い場合には,

その対策を練る。

第3は,現 地の トップや現地従業員の直属の上司が,現 地語で価値観 信

念,ス ピリットを説明でき,ス ピーチや会話の中にそれ らを散 りばめる。片

言や下手な現地語でも構わないので,ト ップが価値観 信念,ス ピリットの

浸透に真剣に取 り組んでいるという姿勢を現地従業員に示すべきである。

第4は,現 地の トップや現地従業員の直属の上司は,価 値観,信 念,ス ピ

リットと一致 した行動をとる。例えば,事 例2で 紹介する総経理には,価 値

観 と行動の一致を見ることができる。

第5は,社 内報 に価値観,信 念,ス ピリットに関す る説明を掲載する。 ま

た,そ れらに触れた経営陣や従業員の肯定的なコメントを掲載する。

少な くとも,以 上の5点 が,継 続 して実施 されていなければ,文 化的背景

の異なる現地従業員には,そ の企業が重複す る価値観,信 念,ス ピリットは

浸透 しない。

叱責に関 しては,先 に述べたように,中 国人従業員を面前で叱ると,彼 ら

のモチベーションが低下す るので注意を要する。彼 らの面子を保つために,

面前で叱責せずに個室で行 う。あるいは,叱 責を しないで提案する形で中国
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人従業員を動機づけるのも賢明な方法である。

漸江省で家電用ワイヤーハーネスを生産 している日系企業D社 の副総経

理は,指 示命令 した資料を作成 してこなかった中国人部下に対 し,面 前で人

差 し指を使って叱責 した。叱責された部下は,副 総経理に涙を流 しながら反

論 した。

面前での叱責は,部 下のモチベーションの低下に止まらず,人 間関係を崩

壊させてしまう危険性を含んでいるので回避 しなければならない。個室に呼

んで叱責ない し提案する形をとるのが賢明な方法である。

優越感についても述べる必要がある。言 うまでもなく,中 国人従業員を見

下 した態度をとれば,負 の方向へ動機づけて しまい,生 産性の低下を招 く。

自文化中心主義的な態度,ス テレオタイプ(固 定観念)を もった見方,偏 見

のある態度,差 別的な行動は,効 果的な異文化間コミュニケーションに対す

る阻害要因 となり,相 手を負の方向へ動機づけてしまう可能性を含んでいる

ので留意 しなければならない。

特に,日 中関係には,「過去の歴史」 という厄介な問題が存在する。 日本

経済新聞社の日本と中国のビジネスマンを対象に行 ったアンケー ト調査ωで

は,歴 史問題について,「 ビジネスへの影響がな くな っている」と日本人の

回答者の約6%が 答えているのに対 し,中 国人では,そ の数は,13%で あり,

「今より改善されるが影響は残る」 と回答 した中国人は,実 に,69%に 及ん

だ。ある日本人出張者は,杭 州を訪問 した際,今 だに 「日本鬼子」 という言

葉が存在 しているのに驚いている。どこの国であれ,現 地従業員に対する優

越的な態度は,動 機づけの面からいうと,逆 効果を生みやすいのであるが,

中国の場合は,特 に,両 国の特殊の事情か ら,タ ブーの一つである。

余談ではあるが,日 系企業の中国人マネジャーか ら調査の中で興味深い話

を聞いたので,紹 介 しよう。

この中国人マネジャーによれば,彼 女が中国人の業者 と価格交渉をすると,
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中国人の業者は,歴 史問題を取 り出し,彼 女を説得 しようとした。 しか し,

日系企業に勤めるこの中国人マネジャーは,そ のような中国人と出会うと失

笑を禁 じ得ないと言う。 というの も,日 系企業は,雇 用契約を遵守するが,

一般に,交 渉中の地元企業は,残 業代を支払わないどころか,給 料さえ も支

払わないなど,悪 辣な経営で知 られているからである。

リウ(c.Liu)等 は,日 本人マネジャーに対する歴史的な不信が存在する

中で,ど のような リーダーシップが効果的かについて述べているω。彼等に

よれば,中 国人従業員は,日 本人マネ ジャーと協力的な目標を持 っていると

信 じている時や,相 互に利益をもたらすことに対 しては,彼 等の能力を活用

す る傾向がある。中国人従業員は,中 国人マネジャーに対 しても同様の行動

をする。

つまり,歴 史問題が存在する中で,日 本人マネジャーができることは,①

中国人従業員に優越的な態度をとらないこと,② 中国人従業員と協働しなが

ら達成する目標を設定すること,③ 目標の達成が双方にとって有益であるよ

うにす ることである。 リウ等が,協 働は知性や感情の面でチャレンジングで

あると述べている通 り(3),確かに中国人従業員とのコラボ レー ト(協 働)は,

日本人マネジャーにとってチャレンジングである。それは,事 例1か らも明

らかである。上記の3点 は,中 国人従業員を動機づける際,鍵 になる点であ

ると強調 しておきたい。

ワン(Y.Wang)は,中 国の国営企業 と外資系企業で働 く従業員を対象

にコミットメン トについて調査を行ったω。彼の調査によれば,国 営企業で

働いている中国人従業員は,外 資系企業で働いている中国人従業員よりも受

動的ないし継続的コ ミットメントが強い。国営企業で働いている中国人従業

員は,失 業を恐れているが,現 在の会社で最大限の努力をしない。彼等は会

社に貢献 しようという意識が薄いが,組 織に留まろうとしている。その意味

で,「 ぶら下がり組み」と表現できる。
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一方 ,ワ ンによれば,外 資系企業に勤めている中国人従業員は,国 営企業

に勤めている中国人従業員よりも価値観によるコミットメントが高い⑤。外

資系企業では,会 社に対する貢献が大きければ評価 も高 くなる,従 業員の行

動は厳 しいルールによって抑制される,と いう特徴が存在 している。

では,何 故,米 系企業ではビジョンや経営理念に現れた価値観を現地従業

員 に浸透させることが,日 系企業ほど困難ではないのだろうか。

それは,中 国の優秀な人材や指導者の子弟達が米国の大学に留学 し,そ の

後,中 国に戻 り米国系企業に就職 し,米 国企業を支えていることと無関係で

はない(6)。彼等は,米 国的な考え方,や り方,価 値観を理解 し,組 織の中で

それに基づいた行動をとると考えられる。他にも,日 本人,中 国人,米 国人

の3者 の中では,文 化的に自律性の程度が,日 本人が相対的に低い。

一方,日 本の大学に留学し,中 国に戻 り日本企業に就職 した中国人の中に

は,日 本的な価値観ややり方は,馴 染まないものとして捉えている者がいる。

例えば,そ れには,品 質,作 業標準書,「 報 ・連 ・相」等,経 営上,日 本人

が必須 としているものが含まれる。これについては,後 で述べる。

上では,日 本人マネジャーに焦点を当てているが,以 下は,中 国人従業員

が日本人上司と仕事をして,ど のような点がやりにくいのか,具 体的な場面

を挙げてもらったので紹介 しよう。

A社 の中国人の課長の1人 は,日 本人上司 とのコ ミュニケーションで困

難に直面 した例を挙げた。

例えば,ワ ーカーの教育水準が低いために,日 本人上司の指示を中国語に

訳 して も,ワ ーカーが理解できない場合がある。役人(中 国人)が 間接的な

表現を使いながら,賄 賂を要求 している場合,ど のようにして訳せばよいの

か分からない場合もある。

また,電 力不足に関 して日本人上司との間に問題が生 じている。電力の供
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給が,当 然,途 絶えて しまう。 日本人上司は,「何故,突 然停電 して しまう

のか」 と中国人の課長に質問をす る。返事に困っていると 「聞けば分かるこ

とではないか」と日本人上司は言 う。 この中国人の課長 によれば,停 電が生

産に影響を与えるので,外 資系企業にとって大きな問題であるという認識は

役人にはない。役人 は,電 力に関する情報を流 さないので,日 本人上司か ら

その件で責められると困惑する。

さらに,部 品の入手に関 しても同様の問題が生 じている。 日本人上司は,

「いつ部品が入って くるのか」と質問 し,電 力不足の問題の場合と同様,「 役

所に聞けば分かるではないか」 と言 う。 しか し,税 関の担当者は,納 期に関

し曖昧な返事をするだけである。そこで,中 国人の課長が問いただす と,税

関の担当者は決まって,「 あした」「あ した」「あした」 と返事をするだけで

ある。 この言葉を耳にたこができるほど聞かされている中国人の課長は,税

関の担当者を 「あ したのジョー」と呼んでいる。 この中国人の課長 は,税 関

と日本人上司との板ばさみになっている。

以上は,日 本人上司と中国人の課長のコミュニケーションが噛み合 ってお

らず,そ の点が課長の意欲を殺 ぐ要因になっている例である。

こ こで2点,中 国 人 従 業 員 の モ チ ベ ー シ ョ ンの 向 上 に関 して 付 け加 え た い。

第1点 は,ア イ コ ンタ ク ト(視 線 の一 致)で あ る。

A社 の あ る部 署 の 朝 礼 を 行 っ て い る 日本 人 上 司 を 観 察 して,一 つ 気 づ い

た こ とが あ った。 彼 は,中 国 人 の通 訳 を通 じて部 下 達 と コ ミュニ ケ ー シ ョ ン

を と って い た が,通 訳 と ア イ コ ンタ ク トを して,肝 心 の部 下達 とは ア イ コ ン

タ ク トを して い な か った。 メ ッセ ー ジの 送 信 者 で あ る 日本 人 上 司 は,通 訳 と

ア イ コ ンタ ク トを と るの で はな く,受 信 者 で あ る部 下 達 とア イ コ ンタ ク トを

と ら な け れ ば な らな い。 コ ミュニ ケ ー シ ョ ンを通 じて 中 国人 の 部下 達 の モ チ

ベ ー シ ョ ンを 向上 させ る に は,ア イ コ ン タ ク トが 欠 か せ な い。 些 細 な こ との
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ように思えるかもしれないが,こ れは通訳を通 じたコ ミュニケーションの基

本である。

第2点 は,人 事評価において,明 確で具体的な基準を設けることである。

個人の達成や評価に価値を置 く文化では,チ ームによる達成や評価を重視

す る文化 とは異な り,基 準は明確で具体的でなければならない。A社 と取

引をしている日系企業E社 でも,不 明確な評価基準は中国人従業員のモチ

ベーションを低下させるとの理由か ら,総 経理が評価基準を作 り直した。そ

の背景には,中 国人従業員が給料を見せ合い,不 平不満を言 うという問題が

あった。

この 日系企業E社 の総経理は,給 料を決定す るための項 目を数値化 して

いる。例えば,給 料に関 していえば,健 康な体であれば100人 民元,発 展途

上国の高校を卒業 した場合は300人 民元,先 進国の大学を卒業 した場合は

1,500人 民元,10代 で海外留学 した場合は500人 民元,日 本の本社で研修を

受けた場合は300人 民元などである。能力給に関しては,日 本語の日常会話

ができる場合は200人 民元,日 本語の検定の資格を持っている場合は400人

民元,ネ イティブレベルの日本語ができる場合は1,000人 民元,日 本で 日本

企業に6ヵ 月以上勤務 したことがある場合は200人 民元が,基 本給に加算さ

れる。このように,数 値で示 し,給 料に不平不満を言 う中国人の現地従業員

を説得 している。

給料 と人脈を巡 って,こ の日系企業E社 で生 じた出来事 を紹介 したい。

中国社会は人脈が評価される社会であると言われる。ある問題が生 じた時

に,中 国人のスタッフが税関の友人をオフィスに呼んできて,総 経理に紹介

した。このスタッフは,自 分の人脈を総経理に印象づけようとした。しかし,

総経理はスタッフの人脈を使 わないようにしている。 というのは,人 事評価

の際に,給 料を上げる材料になってしまうからである。

さらに,も う一点加えてみたい。

202(376)



中国進出日本企業における中国人従業員のモチベーションの向上と維持

この 日系企業E社 では,日 本に留学経験のある中国人 の課長クラスと,

留学経験のない他の中国人スタッフの間に軋蝶が生 じている。留学経験のな

い中国人スタッフが,留 学経験のある中国人の課長の日本人 に対する接 し方

を観察 して,「何故,日 本人にそんなに卑屈な態度をとるのか」 と言 うので

ある。総経理によれば,留 学経験のない中国人スタッフは,中 国人の課長の

指示命令に従わない場合があり,中 国人の課長は,日 本人上司と中国人スタッ

フの板ばさみになっている。

「中国人は偉大であるのに,ど うして,日 本人 よりも給料が低いのか,疑

問に思 っているようです。(日 本に留学経験のある中国人の)課 長は,他 の

中国人のスタッフから尊敬されていません」

E社 総経理 は言う。

これでは,こ の中国人課長は,部 下を動機づけることはできない。

次 に,A社 と は異 な る マネ ジメ ン トを して い るF社 を紹 介 して み よ う。

事 例2

上 で み て きた よ う に,一 般 に 中 国 に 進 出 して い る 日系 企 業 で はA社 の よ

う に,「 信 賞 必 罰」 の マ ネ ジ メ ン トを行 って い る。 しか し,こ れ に 対 し疑 問

を呈 す る声 も あ る。

軍 用 の バ ック ミラ ー を 中 国 で生 産 して い るF社 の 総 経 理 は,中 国 に 赴 任

す る前 に,コ ンサ ル タ ン トか ら罰 に よ る管 理 を勧 め られ た 。 しか し,こ の 総

経 理 は そ の よ うな 管 理 方 法 を とっ て い な い。

「罰金はモチベーションにはつながらないので,罰 金をとっていません」
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正確に言えば,罰 は強制的動機づけであり動機づけにはなるが,能 動的な

らびに自発的動機づけではない。人工的に強要されることによって動機づけ

られるのである。仕方なく強要 されたように行動をする。あるいは,行 動を

やめるので,否 定的動機づけといえる。

F社 では,罰 ではな く,賞 のみを与えている。その代表例の一つに総経理

賞がある。第1回 目の受賞者は,48歳 の掃除担当のパー ト勤務の社員であっ

た。彼女は,目 に一丁字 もないが,笑 顔で他の社員や顧客に挨拶をする。総

経理 は,特 に,社 員がお客様に対 して,笑 顔の挨拶をすることを強 く望んで

いる。月給500人 民元の彼女は,総 経理賞 として100人 長元を得た。

このように,F社 は能動的,自 発的,肯 定的なモチベーションに焦点を当

てた管理方法をとっている。

「(中国人従業員が)間 違 った行動をとるのは,単 に知らない場合が多いで

す。教えて もらっていないか ら,ど うしていいのか分からないのです。例え

ば,挨 拶や協働作業が何たるかを知 らないのです」

F社 総経理は,忍 耐強 く人材を育てていく必要性を繰り返 し強調する。罰

金による強制的な行動の是正は,安 易な方法に映っている。

第2に,会 社の中で,総 経理は,父 親のような役割を引き受けている。

F社 が進出している市には,係 長 クラスで月給を1,500人 民元 とり,F社

のそれよりも200人 民元高い企業があるが,F社 の係長クラスは転職をしな

い。F社 では,総 経理は,中 国人従業員にとって父親的な存在で,父 親の役

割を果たし,現 地従業員から尊敬されている。地縁や血縁を重視 している中

国人従業員のモチベーションの向上 と維持を考える上で,筆 者は,特 に,こ

の点に注 目した。

F社 では,こ の総経理は,プ ライベー トな事柄でも,従 業員の相談にのっ
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た り,懇 切 に指 導 を した り して い る。 この父 親 的 な マネ ジ メ ン トは,リ ーダ ー

シ ップ と絡 め て 後述 す る。

第3に,将 来 に 対 す るイ メー ジづ く りを積 極 的 に行 って い る。

現 在,中 国人 従 業 員 に,彼 等 自身 の将 来 像 を描 くよ うに 導 い て い る。F社

の この総 経 理 は,「 将 来 を予 想 さ せ る指 導 」 を行 って い る と言 う。

例 え ば,中 国人 従 業 員 と以 下 の よ うな コ ミュニ ケ ー シ ョ ンを と っ て い る。

・総 経 理 「中 国 の 自動 車 産業 は これ か ら ど うな るか な」

・中国 人 従 業 員 「成 長 す る と思 い ます 」

・総 経 理 「自動 車 産 業 が発 展 して い る時 に,技 術 を 学 ん で お く必 要 は な い

か な」

・中国 人 従 業 員 「あ る と思 い ま す」

F社 総 経 理 は,コ ー チ ング とい う言 葉 を一 言 も使 用 しな か った が,こ れ は,

正 に,コ ー チ(総 経 理)と コー チ ン グを 受 け る コー チ ー(中 国 人 従 業 員)の

コ ミュニ ケ ー シ ョ ンで あ る。 コー チ は,命 令 者 で は な く,効 果 的 に質 問 を し,

コー チー に気 づ か せ る手 法 を と る。 これ は,コ ー チ ー を 動 機 づ け る コ ミュニ

ケ ー シ ョ ンで あ る。

将 来 像 と個 人 の 利 益 を絡 め た コ ミュニ ケ ー シ ョ ンの繰 り返 しも,中 国 人 従

業 員 の モ チベ ー シ ョ ンの 向上 と維 持 に 効 果 的 で あ る。 例 え ば,F社 の 総 経 理

は 以 下 の よ うな 言 い方 を用 いて い る。

・「T社 の生 産 方 式 を学 べ る」

・「今 よ り も も っ と豊 か な生 活 が 待 って い る」

・「技 術 を覚 え る こ とが将 来 の 自分 の た め にな る」

・「お金 を も らい な が ら覚 え られ る」

第4に,成 長 や 発 展 を 目 にみ え る形 で 提 示 して い る。

成 長 した 中 国人 従業 員 の 給 料 を上 げ,失 敗 した従 業 員 の給 料 は下 げ な い。

これ がF社 の 管 理 方 法 で あ る 。F社 に は,月 給800人 長 元 で 雇 用 した従 業
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員 が,1年 半 で経 理 課 長 に昇 格 し,給 料 が4倍 に な っ た例 が あ る。

第5に,経 営理 念 の 浸 透 に よ る動 機 づ け を して い る。

F社 は,経 営 理 念 に,孔 子 が提 唱 した 道 徳 概 念 で あ る 「仁 ・義 ・礼 ・智 ・

信 」 を掲 げ て い る。F社 の総 経 理 は,こ れ らの 概 念 を 行 動 と結 びつ け て,中

国人 従 業 員 に理 解 させ て い る 。 例 え ば,あ る中 国 人 従 業 員 が,適 切 な マ ス ク

をせ ず に,錆 と りの 作 業 を して い た 。.そこで,彼 の 上 司 に,錆 が 体 に入 る可

能 性 が あ る の に もか か わ らず,そ の よ うな 仕 事 を した いか 否 か尋 ね た。 自分

が や りた くな い仕 事 を 部 下 に や らせ るべ きで は な い と い う こ と に気 づ か せ,

部 下 に対 して思 い や りを 持 って 接 す る(仁)よ う に促 した。

第6に,参 加 型 の マ ネ ジメ ン トを 行 って い る。

F社 の 工 場 の 中 に は,日 本 か らの輸 入 品 の 検査 を 行 な う部 屋 が あ る。 当初

は,検 査 室 の 建 築 を外 注 す る 予定 で,見 積 も りを と った と こ ろ,1万 人 民 元

と提 示 さ れ た。 中 国人 従 業員 達 は,そ の 額 を 不 当 に高 い と感 じた。 そ こ で,

中国 人 従 業 員 達 に,こ の 検査 室 の建 築 を 任 せ る こ と に した 。 中国 人 従 業 員 達

は,自 分 達 で そ の部 屋 を 設計 し,5,000人 民 元 で 作 り上 げ た。

そ の部 屋 を見 せ て も ら った が,実 に簡 素 で,2,3人 で 作 業 を行 う広 さ し

が な か った 。 ドア ー もな く,ビ ニ ー ル製 の間 仕 切 りが 掛 けて あ った。 しか し,

そ こで 軍 用 の バ ック ミラー を検 査 して い た作 業 員 の表 情 は,実 に 明 る か っ た。

参 加 が,彼 女 等 の モ チ ベ ー シ ョンを 向上 させ た こ と は明 らか だ っ た。

因 み に,こ の部 屋 は,倉 庫 の 一 角 に 新 設 され た の で あ るが,そ こ だ け,製

造 部 と同様 にエ ア ・コ ンデ ィ シ ョナー が設 置 され て いた。 その エ ア ・コ ンデ ィ

シ ョナ ー は,検 査 作 業 にお け る ミス を 防 止 す るた め に,総 経 理 室 か ら移 設 さ

れ た もの で あ った 。

こ の総 経 理 の 決 定 は,二 つ の 重 要 な メ ッセー ジを 中国 人 従 業 員 に伝 え た。

そ の1は,検 査,即 ち,品 質 管 理 が 重 要 な 作 業 で あ る と い うメ ッセ ー ジ,そ

の2は,総 経理 が 中 国 人 従 業 員 に配 慮 を して い る と い うメ ッセ ー ジで あ る。
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そ れ らが 従 業 員 に 高 い 意 欲 を与 え たの も事 実 で あ る。

中 国 に 限 らず,参 加 は,現 地 従 業 員 の モ チ ベ ー シ ョンの 向 上 を 導 く。 例 え

ば,米 国 に進 出 して い る あ る 日系 の 自動 車 部 品 メ ー カ ー で は,現 地 従 業 員 の

部 下 に,ポ ロ シ ャツの デザ イ ンを さ せ,そ れ を ユ ニ ホ ー ム と して支 給 して い

る。 この こ とは,一 読 して 何 の こ と もな い よ うに思 わ れ るが,あ る 日系 の メ ー

カー で は,ユ ニ ホ ー ム の着 用 に失 敗 して い る。

A社 で も実 施 して い た が,小 集 団 活 動 や本 社 研 修 も参 加 とい え よ う。F社

で は,現 在,14チ ー ム が 競 い 合 って い る。 総 経 理 と副 総 経 理 が3チ ー ム を

選 び,本 社 が3チ ー ム の 中 か ら1チ ー ム を 選 ぶ。 勝 ち残 った1チ ー ム は,九

州 で 行 わ れ る大 会 に参 加 で き る。

「賞金が出るんだ。日本にも行けるんだ」

ある中国人従業員が,筆 者に笑顔で語った。

第7に,自 分の価値を上げる仕事に対 しては,積 極性を示すという特徴を

活用 している。

一般的に,中 国人従業員は,自 分の利益になることには敏感 に反応 し,意

欲を示す。例えば,日 本人上司が,朝 礼の時間に,来 月から品質管理と営業'

の日本人駐在員が来ると発表すると,総 務部の中国人従業員が,同 部にも駐

在員を置き,自 分達を指導するようにさせて欲しいと要望 した。これに対 し,

総経理は,駐 在員の1名 増員は難 しいが,長 期出張による対応は可能である

と答え,彼 女の意欲を殺がないようにした。

第8に,現 地の トップが 自己動機づけを行 っている。

部下のモチベーションを高める前に,リ ーダーは自己のモチベーションを

高めることができなければならない。F社 総経理 は,自51自 身 も 「仁 ・義 ・

礼 ・智 ・信」の精神を持 って,中 国人従業員に接 しようと心がけている。F
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社は,今 後,中 国での生産を拡大する予定である。新 しい工場を建設する土

地 も購入済みである。初代総経理は,そ の土地を前に,「 中国でのビジネス

は成功 したと言われたい」 と語った。F社 の中国ビジネスを成功に導 くとい

う堅い決意が,彼 をモチベー トしているのである。

上 の 中 で,第2の 父 親 的 態 度 と リー ダ ー シ ップ につ い て説 明 を加 え た い。

中 国 人 に 対 す る効 果 的 な リー ダ ー シ ップ を研 究 して い る フ ァー(J.Farh)

等 は,父 親 的態 度 によ る リー ダ ー シ ップを3つ の要素 に分 類 して いる(7)。フ ァー

等 が い う父 親 的 態度 に よ る リー ダ ー シ ップの3つ の 要 素 と は,① 権 威 主 義 的

リー ダ ー シ ップ,② 慈 悲 的 リー ダ ー シ ップ,③ 道 徳 的 リー ダ ー シ ップで あ る。

権 威 主 義 的 リー ダ ー シ ップ は,部 下 に対 す る絶対 的 な権 威 や コ ン トロー ル

.に基 づ いて い る。 権 威 主 義 的 リー ダ ー は,部 下 に よ る議 論 の 余地 を認 め ず,

服従 を 要 求 す る。 一 方,慈 悲 的 リー ダ ー シ ップ で は,部 下 や そ の家 族 の幸 福

に,関 心 が 向 け られ て い る。 道 徳 的 リー ダ ー シ ップ は,部 下 に優 れ た美 徳 を

示 す 。 ま た,道 徳 的 リー ダー シ ップで は,リ ー ダ ー に対 す る 同一 性 や尊 敬 が

生 じる。 権 威 主義 的 リー ダー と道 徳 的 リー ダー の相 違 は,権 威 主義 的 リー ダ ー

は,部 下 に罰 を与 え る こ とに よ り,部 下 の 行動 を変 え る の に対 し,道 徳 的 リー

ダー は,罰 は,部 下 の 行 動 を変 え るが,部 下 の 思 考 まで 変 化 させ る こ と は で

きな い と信 じて い る点 で あ る。 そ こで,道 徳 的 リー ダ ー は,部 下 の 行 動 を 変

え る最 も効 果 的 な や り方 は,美 徳 に よ って導 く こ とで あ る と考 え る。

フ ァー等 の調 査 に よ れ ば,中 国人 に対 して,権 威 主 義 的 リー ダー シ ップ は,

有効 で は な い。 こ の リー ダー シ ップ に お い て は,リ ー ダ ー と部 下 との 同 一 性

の レベ ル が 低 く,従 って,一 般 的 に は,生 産 性 が 低 い ⑧。 言 い換 え れ ば,部

下 の組 織 に対 す る高 い コ ミッ トメ ン トを引 き 出せ な い。 そ れ に対 し,慈 悲 的

リー ダ ー シ ッ プ と道 徳 的 リー ダ ー シ ップ は,中 国 人 部 下 に対 して効 果 的 で あ

る と い う結 果 を得 て い る。
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筆者 の 報 告 か ら もお分 か り頂 け るよ う に,F社 の 慈 悲 的 ・道 徳 的 リー ダ ー

で あ る総 経 理 は,見 事 に 中 国文 化 に対 応 した リー ダ ー シ ップ を築 き,成 功 裡

に 管 理 を 遂 行 して い る の で あ る。 しか し,彼 自身 が 現 在 の こ う した父 親 的 管

理 が 成 功 して い る の は,管 理 対 象者 の 年齢 や 人 数 に よ る面 が あ る と認 め て い

る。 即 ち,2004年,現 在,50人 程 度 の比 較 的若 い 労 働 者 で あ る。

「仁 ・義 ・礼 ・智 ・信 」 の 精 神 に 基 づ い た りー ダ ー シ ップ を と って い るF

社 の総 経 理 の 管 理 方 法 は,道 徳 的 リー ダ ー シ ッ プ で あ る と い え る。 ま た,

「仁 」 の実 践 に もか か わ って い る が,彼 は,中 国 人 従 業 員 の 幸 福 に 関心 を 示

して い る。 そ の 点 で は,慈 悲 的 リー ダ ー シ ップ の面 も備 え て い る。

以上は,事 例を通 じて,中 国人従業員のモチベーションを向上させ,そ れ

を維持する要因や,低 下させる要因,即 ち,デ ィモチベーションの要因をみ

てきたが,以 下では,そ れについて2>3補 足 してみたい。

まず,褒 賞金についてである。A社 やB社 に限らず,多 くの日系企業で,

優れた提案や活動 に対 して,賞 が与えられている。 日系企業C社 では,激

励賞,建 設賞,合 理賞,革 新賞,成 果賞を設け,各 賞に選ばれた提案を した

中国人従業員を表彰 し,彼 らのモチベーションの向上を図っている。 これら

の表彰制度は,止 めてしまうと,・かえって現地従業員のモチベーションを低

下させ,逆 効果になってしまうので,継 続 してやらなければならない。その

点が,難iし いといえる。

さらに,モ チベーションの低下を招 く要因には,本 社の現地に対する理解

の欠如がある。 これは,中 国に進出している日本企業に限ったことではな く,

他国に駐在 している海外駐在員 も経験する。

例えば,ド イツに8年 間駐在経験のある日本人元駐在員は,現 地従業員の

立場を本社の上司に説明した時,「 お前はいっか らドイツ人になったんだ」

「ドイツ人の味方をするのか」等の言葉が返 ってきたと当時を振 り返 る。米
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国アラバマ州に駐在経験のある日本人元駐在員は,「 そんなことを言 ってい

ると窓際だぞ」 と本社から脅迫めいたことを言われた。

このような例は,枚 挙に暇がない。彼等は,一 様に,そ の時,意 気阻喪を

感 じたと言 う。このように,本 社の理解の欠如と本社と現地 との意識のギャッ

プは,駐 在員の意欲を低下させる。

タイに進出 している日系自動車メーカーの 日本人マネジャーは,本 社 と現

地従業員の板ばさみになっている。彼は,本 社の役割は資本を投入 し,現 地

子会社にマネジメントを任せ,結 果責任のみを問うのが理想的であると主張

する〔9)。しかし,現 実には,商 品の導入ならびに開発のプロセスに関する権

限や情報は,本 社に集中しているので,日 本人マネジャーが現地従業員の責

任感やモチベーションを高めようとしても,効 果が上がらない。彼によれば,

特に,本 社からの情報が現地従業員に流れない場合,現 地の職場におけるコ

ミュニケーションが円滑でな くなる。権限の本社集中や情報の共有化の欠如

に対 しては,現 地従業員の中から不平 ・不満が出ており,現 地従業員の意欲

を殺 ぐ形になっている。

同 じくタイに進出している日系企業の店次長は,本 社に勤務 している特定

の従業員のみが海外駐在員になるのではなく,海 外駐在の経験をより多 くの

従業員 に経験 して もらいたいと語 っている。老の背景には,本 社と現地との

認識のギャップという問題がこの企業にも存在 しているからである。

これらの日本人マネジャーの経験を聞 くと,本 社 と現地法人は,異 文化の

ように思えて くる。 レンウィック(G.Renwick)も,ト ップが海外拠点を

視察す ることを強 く薦めている⑩。

ある時,IT業 界を代表する日系企業の本社社長が,米 国に進出 している

日系自動車メーカーを訪問した。そこで,こ の社長が痛感 したのは,本 社が

重視する価値観の浸透 と促進は,イ ンターネットを通 じた教育では限界があ

るということであったという。現地での トップと日本人マネジャーな らびに
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現地従業員とのフェイス ・トゥー ・フェイスの関係は,イ ンターネットを通

じたコミュニケーションよりも,相 互理解 においてはるかに勝るのである。

最後に,外 省人の配置である。外省人とは,こ こでは,日 系企業が進出し

ている省以外の省か ら,出 稼 ぎで来ている中国人を示す。先ほど紹介 した家

電用 ワイや一八ーネスを製造 している日系企業D社 では,外 省人の配置を

機種によって変えている。

異文化 ビジネス環境では,民 族や部族間の対立が,生 産性の低下を招 く場

合があるか らである。故 に,職 場内での民族や部族を考慮に入れたマネジメ

ントを行 う必要がある。

日系企業の中には,職 場内での民族や部族間の対立に,苦 慮 してきた企業

もある。中国の事例ではないが,イ ンドネシアでは,マ レー系が多数派を占

める部署の中に,中 国系の従業員を配置 してしまったことにより,少 数派と

なった中国系の従業員のモチベーションが低下したという例がある。そこで,

マレー系と中国系の従業員のバランスを考慮に入れた配置をした。すなわち,

部署における民族別構成を均等に近づけるようにしたのである(2002年 調

査)。 他にも,ナ イジェリアにおいて,4部 族がプロジェク トに取 り組んで

いたが,異 なる部族の女性従業員同士が激 しい殴り合いの喧嘩をするという

事件が起きたため,部 族を部署別に配属 した例がある(同 年調査)。

これは,民 族的対立を回避する初歩的な方法である。 しか し,異 文化環境

では,さ らに進んで融合によるシナジー効果を生み出す方向でマネ ジメント

を行わなければな らない。 この問題に関しては,な かなか有効なマネジメン

トが見出せないというのが現状である。

中国人通訳 とモチベ ーシ ョン

次に,こ れまでの研究では,一 般に論 じられてこなかった通訳のモチベー
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シ ョンに つ いて 考 え て み たい 。 日本 人 マ ネ ジ ャー は,効 果 的 に通 訳 を 使 う た

あ に,通 訳 の モ チベ ー シ ョ ンを 考 慮 に入 れ る必 要 が あ る。

二 人 の 中 国 人 通 訳 が 直 面 した"事 件"を 紹 介 しよ う。

事例3

まず,大 連に進出 しているある日系企業で生 じた事件である。製品の上に

座っている中国人従業員をみて,他 の従業員達の前で,日 本人マネジャーが

激怒 した。 日本人マネジャーからすれば,製 品の上に座 っているとは言語道

断の行為であった。 しかし,中 国人通訳からすれば,中 国人従業員は自然に

振り舞 っているだけであって,特 に悪いという意識を持 っている様子はみえな

かった。 日本人マネジャーは,中 国人の通訳に対し,彼 がどれほど怒っている

かを中国語で,そ の従業員に伝えるように指示 した。訳は実際よりも 「柔 ら

か く」なってしまった。中国人通訳によれば,非 常に辛い体験だったと言う。

次 も日系の食品メーカーで起きた"事 件"で ある。ある時,日 本人技術者

が,食 品に異物が混入 しているのを発見 した。 この日本人技術者は工場長

(中国人)を 呼び出し,他 の5人 の中国人マネジャーの前で,叱 責 した。そ

して,前 の例 と同じように,こ の日本人技術者は,中 国人通訳に,そ の激怒

している感情を中国語で伝えるように指示 した。 日本人技術者の責任の追及

は続いた。中国人通訳は,あ たかも自分が叱責されているような思いがして,

涙をこぼしてしまった。この"事 件"を 境に,日 本人マネジャー全体と中国

人従業員全体の関係炉悪化 した。結局,異 物混入は,現 場の責任ではないこ

とが判明 し,日 本人技術者は工場長に謝罪した。

この二つの"事 件"は,何 を物語 っているのだろうか。

製品の上に腰掛ける行動が許 し難いと感 じられたり,異 物混入が食品メー

カーにとって,致 命的な過失であると責任を追及するのは,日 本人にとって
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は,当 然のことである。 しかし,こ こで登場 した日本人マネジャー達は,面

前で中国人従業員を叱 ってはいけないというルールを犯 した。その結果,中

国人従業員の面子を潰 し,彼 らの尊厳をひどく傷つけたのである。 中国人に

限らず,米 国人,タ イ人,イ ンドネシア人なども,組 織における上下関係よ

りも,個 人の尊厳を重視する傾向がある。他の従業員の面前で上司から叱責

されても我慢 しようとする伝統的な日本人 とは,明 らかに相違する。叱責の

ような否定的なフィー ドバ ックを,即 時に与えることは,相 手の行動を是正

する上で効果的ではあるが,繰 り返 し述べているように 文化的な

要素を考慮に入れて,個 室で叱責 したり提案する形をとる方が,リ スクは少

ないのである。

さらに,こ の二つの"事 件"は,中 国人通訳は,日 本語を話 しても,あ く

までも中国人であり,同 胞に対する同情が深いという点を気づかせてくれる。

一方で,通 訳の中には,留 学経験や居住経験によって,相 手国に対 し特別な

感情を抱いている場合もある。このようなケースでは,否 定的に伝えたい内

容が,中 立的な内容に訳されることが多い。

中国人従業員に対する激怒を伴った面前での叱責は,中 国人通訳に日本人

マネジャーに対す る不信感を生み,通 訳のモチベーションを低下させた。二

つの"事 件"で 信頼を失 ったのは,実 は,日 本人マネジャーの方であった。

その代償は大きかった。

以下では,現 地での合弁会社設立の交渉の場面を観察 した結果に基づいて,

日本側と中国側の双方にとって効果的な交渉とはどのようなものかを,コ ン

サルタント兼通訳に焦点を当てて考えてみたい。

事例4

お茶の仕上げ機械を生産 している日本企業G社 は,中 国企業H社 と合弁
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企業を設立するために,合 弁契約書の作成の作業に入 った。G社 からは,社

長とコンサルタント兼通訳(中 国人),H社 か らは重事長(会 長に相当)と

総経理が出席 した。

中国人にしては長身でやせ型,物 静かな話 し方をする重事長の専門は,エ

ンジニアである。以前,日 系企業に勤務 していたが,日 本語は話せない。一

方,温 厚な印象を与える総経理は,日 本に留学 していた経験があり,日 本語

をある程度話す。総経理の専門もエンジニアである。以前,日 系 自動車部品

メーカーか らH社 に転職 したが,日 系企業はルールが細かすぎて自分には

合わなかったと言 う。 さらに,当 時,中 国人従業員に,会 社の トイレの ドア

に名指 しで悪口を書かれたの も,転 職のきっかけになったと言う。'重事長 も

総経理も年齢は30代 後半である。

合弁企業設立の契約書の作成の作業は,順 調に進んだが,合 弁企業の名前

を巡って意見の相違が生 じ,日 本側と中国側に,新 会社に対する認識のギャッ

プが存在 して'いることが明らかになった。中国側は,お 茶を仕上げる機械の

みを製造するのではな く,パ ッケージの機械も製造 したいので,業 種を茶業

用の機械にするのではな く,機 械設備にしたいと主張 してきた。その場合,

合弁会社の名前の一部は,機 械整備有限公司になる。茶業用の機械だけでは,

利益を出すのは難 しいというのがその理由であった。

しか し,日 本側は,リ スクを低減するために投資は少なく考えていた。G

社社長は,お 茶を仕上げる機械以外に他の機械を扱 った場合,コ ントロール

が効かなくなるのをおそれていた。社長の案が通れば,合 弁会社の名前の一

部は,茶 業有限公司になり,ビ ジネスが限定される。

「信 頼 が 大 切 な の で,大 き くや らな いで,小 さ くて も ビ ジネ ス を継 続 す る」

そのような考えを持 って,G社 社長はこの交渉に臨んでいた。
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この合弁会社設立の交渉でパワーを握ったのは誰であると思 うか。

答えは一 日本側が連れてきたコンサルタント兼通訳である。

本来,コ ンサルタント兼通訳は,合 弁会社を設立させるための助言者であっ

て主導者ではない。あくまで,主 役は,日 本側 と中国側の代表である。 コン

サルタ ント兼通訳は,フ ァシリテーター(促 進者)に 徹 し,信 頼関係ができ

るように促進する役割を果たすべきである。 これが,第1の ポイン トである。

例えば,ホ ワイ トボー ドが用意されていれば,コ ンサルタント兼通訳はそ

れを活用 し,日 本側 と中国側の意見の相違点や類似点を日本語 と中国語で整

理 して,両 者が協働 しながら相違点を解決 してい く環境を創る。合弁会社設

立の交渉においても協働の環境が双方のモチベーションを高め,建 設的で肯

定的な意見やアイデアを引き出すのである。今回の交渉では,そ のようなス

キルや知識がコンサルタント兼通訳には欠如 していた。

また,日 本側 も中国側もコンサルタント兼通訳に使われるのではな く,彼

を使うように しなければならない。繰 り返 し述べるが,主 役は,あ くまでも,

日本側と中国側の代表なのである。

第2の ポイ ントは,合 弁会社設立の契約書に掲載されている詳細な部分に

ついて議論する前に,日 本側と中国側の代表は,新 会社に対するビジョンや

ミッションを交換 し,共 有する必要があった点である。

実際,2日 目に,新 会社の経営理念について日本側の考えを質す発言が中

国側か ら出た。法的な面が先行 して しまい,細 部にこだわり,新 会社の将来

像が描かれていなか ったのである。従 って,合 弁契約書の詳細な部分を詰め

ようとする段階において,両 者の認識の相違が現われて しまったのである。

第3の ポイン トは,通 訳を使う場合,ワ ンセンテンスない し短いセ ンテン

スで話すように心がけることである。量が多い場合には,何 回かに分けて,

通訳させるようにする。それは,通 訳が訳 しきれないからであり,通 訳のモ

チベーションを低下させる要因にもなるからである。
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ま た,意 外 に 思 わ れ るか も しれ な い が,ビ ジ ネ スの レベ ル で は,常 識 的 に

な っ て い る外 来 語,外 国 語 を 中 国 人 通 訳 が 知 ら ない 場 合 が あ る。 この 点 も考

慮 して,で き る限 り,外 来 語 な ら び に外 国 語 の 使 用 を控 え る よ うに す る。

第4の ポ イ ン トは,通 訳 を 使 用 す る場 合,通 訳 に ア イ コ ンタ ク トを す るの

で は な く,相 手 側,例 え ば,.日 本 側 が 意 見 を 主 張 して い る場 合 は,中 国側 に

ア イ コ ンタ ク トを す るべ きで あ る。 これ は,繰 り返 し述 べ る が,通 訳 を介 し

た コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンの 基本 で あ る。

但 し,あ る 日本 人 マネ ジ ャー に よ れ ば,交 渉 の 際,相 手 側 か らの質 問 が鋭

く,即 時 に 回 答 で きな い場 合,通 訳 と アイ コ ン タ ク トを と る こと に よ って,

時 間 を稼 ぐの も一 つ の スキ ル で あ る。 また,彼 は,通 訳 に誤 訳 を され る と相

手 と の信 頼 関 係 が 崩 れ る よ うな 重 要 な 場 面 で は,む しろ通 訳 とア イ コ ンタ ク

トを と る よ うに 努 め る と語 って い る。 この よ う に,通 訳 を介 す る交 渉 に は,

ケ ー スバ イ ケ ー ス で 対 処 が で き る能 力 が 必 要 と され る。

中国人の文化的価値観 とモチベー シ ョン

今回の調査では,上 海,杭 州,嘉 興に進出 している日系企業で働 く中国人

従業員を対象に,文 化的価値観に関するアンケー ト調査 も実施 したので,そ

の結果を簡単に報告 したい。文化的価値観とは,あ る文化において重視 され

る価値観や優先順位の高い価値観のことである。

調査用紙は,ホ フステッド(G.Hofstede)の 「文化的争点に関する質問」

を使用 し,「権力格差」「個人主義一集団主義」「不確実性の回避」「男(性)

らしさ一女(性)ら しさ」の4種 類の文化的価値観をみてみた。なお,調 査

用紙の質問事項は,中 国語を用い,114名 の現地従業員か ら解答を得た。そ

れぞれの文化的価値観の特徴は,以 下の通 りである(ω。
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(1)権 力格差

権力格差の小 さい文化では,人 々の間の平等は,最 小限にすべきであると

いう考えが支配的である。そのような文化では,部 下は相談 されることを期

待 している。また,権 力格差の小さい文化では,階 層的構造は,単 に,社 会

や組織を機能させるための便宜的なものにすぎない。

一方,権 力格差の大きい文化では,人 々の不平等は,期 待され望まれる。

そのような文化では,部 下は何をするか命令され乙ことを期待 している。さ

らに,権 力格差の大きな文化では,階 層的構造があることの主たる理由は,

誰が誰に対 し権威を持 っているかを,誰 しもが知ることができるようにとい

う考えが強い。

(2}個 人主義一集団主義

個 人主 義 志 向 の 文 化 で は,ア イ デ ンテ ィテ ィは 自分 自身 に根 ざ して い る。

コ ミュニ ケ ー シ ョンは,状 況 に左 右 され に くい傾 向 が あ る。 マ ネ ジ メ ン トと

は,「 個 人 の 管 理 」 で あ る と い う考 え が支 配 的 で あ る。

他 方,集 団 主 義 志 向 の文 化 で は,ア イ デ ンテ ィ テ ィは 自分 が所 属 す る社会

的 ネ ッ トワー ク に根 ざ して い る。 常 に調 和 を 保 た ね ば な らず,直 接 的対 決 は

忌 避 され る。 マネ ジメ ン トと は,「 集 団 の 管 理 」 で あ る と い う考 え が 支 配 的

で あ る。

(3)不 確実性の回避

不確実性の回避の弱い文化では,不 確実性は人生には一般的であり,毎 日

受け入れられている。一方,不 確実性の回避の強い文化では,人 生に内在す

る不確実性は,戦 わなければならない継続的な脅威として捉える傾向がある。

一般に,不 確実性の回避の強い文化は,リ スク回避の文化であ り,不 確実性
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の回 避 の弱 い 文 化 は,リ ス ク テイ キ ン グで あ る と言 わ れ て い る。

(4)男(性)ら しさ一 女(性)ら しさ

男(性)ら しさの強い文化では,男 女の役割が明確 に区別 されている。男

(性)ら しさの強い文化では,対 立は徹底交戦によって解決す る。また,国 際

紛争は,力 の誇示か戦闘によって,解 決 されねばならないという考えが強い。

一方,女(性)ら しさの強い文化では,男 女の役割に明確な区別がない。女

(性)ら しさの強い文化では,対 立は妥協 と交渉によって解決される。さらに,

国際紛争 も妥協と交渉によって解決されねばな らないという考えが支配的で

ある。

ホフステ ッドの調査によれば,日 本は権力格差がやや大き く,や や集団主

義で,不 確実性の回避と男(性)ら しさの強い文化であるu;)。彼の調査 には,

中国は含まれていない。その代 りに,彼 の調査にある香港の文化的価値観を

みると,権 力格差は大ぎく,集 団主義が強 く,不 確実性の回避が弱い男(性)

らしさの文化となっている。

今回の上海,杭 州,嘉 興で実施 した調査では,7.0%の 中国人従業員が権

力格差に価値を置いているのに対 し,27.2%の 中国人従業員が権力格差に価

値を置いていない(表1)。 個人主義一集団主義に関 して も,僅 か6.1%の 現

地従業員が個人主義志向であるのに対 し,18.4%の 中国人従業員が集団主義

志向であり,集 団主義が個人主義を上回っている。一方,不 確実性の回避に

対 しては,15.8%の 現地従業員が不確実性の回避が強いのに対 し,21.1%の

中国人従業員が不確実性の回避が弱い。さらに,僅 か4.4%の 中国人従業員

が男(性)ら しさに価値を置 いているのに対 し,41.2%の 中国人従業員が女

(性)ら しさに価値を置いている。

現地で行 った調査をみる限りでは,ど ちらかと言えば,集 団主義志向が強
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表1在 中 日系企業(上 海 ・杭州 ・嘉興)に 勤務す る

中国人従業 員の文化的価値観(r.=ll4)

文化的
価値観

小

(弱)

やや小

(やや弱)
中程度

やや大

(やや強)

大

(強)

人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%)

権力格差 1(0.9) 30(26.3) 75(65.8) 8(7.0) 0(0)

個人主義 0(0) 21(18.4) 86(75.5) 7(6ユ) 0(0)

不確実性
の 回 避

1(0.9) 23(20.2) 72(63.1) 18(15.8) 0(0)

男(性)

ら し さ
3(2.6) 44(38.6) 62(54.4) 5(4.4) 0(0)

い。 しか し,日 本人 マ ネ ジ ャー二は,中 国人 従 業 員 の行 動 や態 度 を み て,個 人

主 義 志 向が 強 い と感 じて い る。 ヒア リ ング調 査 か ら,日 本 人 マ ネ ジ ャー か ら,

以 下 の よ うな声 を 聞 くこ とが で き た。

・「日本 人 と比 べ ,チ ー ム ワ ー ク が な い」

・「中国 人 の営 業 マ ンは
,"人 の ク レー ム は,人 の ク レー ム"と い った態 度

を と って い る」

・「中 国人 マ ネ ジ ャ ー は
,自 分 が習 得 した 知 識 を部 下 に教 え な い で,そ の

知 識 を持 って,転 職 して しま う」

・「部 門 間 と部 門 内 の 連 絡 が な い。 同 じ部 門 内 に お い て も,同 僚 が 残 業 し

て い る の を手 伝 お う と しな い」

・「自己主 張 が強 く,例 え ば,中 国 人 の みが 参 加 した会 議 で は,言 い争 い,

譲 歩 しよ う と はせ ず,結 論 が 出 な い」

・「会 社 に対 す る ロ イ ヤ リテ ィが な い。 例 え ば,5時 に終 業 の ベ ル が 鳴 る

と,残 業 が あ るの に もか か わ らず,退 社 して しま う」

文 化 的 価 値 観 は,相 対 的 で あ る。 つ ま り,個 人 と個人,国 と国,文 化 と文

化 を 比 較 す る こ と に よ り異 な る。 一 般 に,日 本 人 か らみ る と,米 国 人 は,リ

ス クテ イ キ ン グ にみ え るが,米 国 人 か らみ る と,イ ス ラ エ ル人 は リス クテ イ
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キングにみえるのである。日本人と中国人を比較 した場合,日 本人からは,

中国人は個人主義志向にみえるのである。

では,女(性)ら しさの強い中国人従業員をどのようにしてモチベー トでき

るのであろうか。ホフステッドによれば,女(性)ら しさに価値を置 く人は,

対立は,妥 協と交渉によって解決されるという考え方が強い(13>。日本人上司

と中国人部下の相違について も,コ ラボレー トしながら,落 とし所をみつる

ける方法が,両 者を解決に向けて動機づけてい くことができる。

前回,大 連で実施 した調査では,米 国志向の強いMBAコ ースに参加 して

いる大学院生 大半の院生は仕事を持っている社会人である一 の リス

クテイキングの価値観が反映 されたためか,不 確実性の回避が約25%で 弱

い(表2)㈹ 。

ホフステッドによれば,不 確実性の回避の弱い人間は,達 成によって動機

づけられる㈹。いわゆる,自 己実現の欲求が強い。また,不 確実性の回避の

弱い人間は,絶 対 に必要な規則以外は,必 要がないと考える傾向がある。言

い換えれば,不 必要な規則は,彼 等をディモチベー トするのである。つまり,

彼等には,最 小限のルールで,許 可される範囲で,行 動の選択と自由を与え,

表2在 中 日系企業(大 連)に 勤務す る中国人従業員 とMBAコ ース

に参加 している大学 院生 の文 化的価 値観(n=87)

文化的
価値観

小

(弱)

やや小

(やや弱)
中程度

やや大

(やや強)

大

(強)

人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%)

権力格差 0(0) 14(16.1) 68(78,2) 5(5.7) 0(0)

個人主義 0(0) 13(14.9) 61(70ユ) 13(14.9) 0(0)

不確実性
の 回 避

0(0) 22(25.3) 63(72.4) 2(2.3) 0(0)

男(性)

ら し さ
3(3.4) 12(13.8) 63(72.4) 9(10。4) 0(0)

出典:拙 著(2002)『 異文化 ビジネ スハ ンドブ ック』 学文社,p.165.
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表3台 湾企業 に勤務 す る台湾人従業員 と台湾人大学生 の

文化 的価値観(y=164)

文化的
価値観

小

(弱)

やや小

(やや弱)
中程度

やや大

(やや強)

大

(強)

人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%)

権力格差 0(0) 20(12.2) 121(73.8) 22(13.4) 1(0.6)

個人主義 0(0) 20(12.2) 118(71.9) 26(15.9) 0(0)

不確実性
の 回 避

0(0) 30(18.3) llO(67.1) 22(13.4) 2(1.2)

男(性)

ら し さ
9(5.5) 99(60.4) 51(31.1) 5(3.0) 0(0)

モチベーションを高めるのである。

因みに,台 湾で実施 した文化的価値観に関する調査結果をみてみよう(表

3)。 この調査の対象となったのは,台 湾企業に勤務する台湾人従業員と大学

生であった。調査結果か ら,回 答者の約66%が 女(性)ら しさに価値を置

いていることが分かる。この点に関 しては,上 海,杭 州ならびに嘉興で実施

した調査結果と類似 している。

欧米型 モチベー ションと中国型 モチベー ション

デ シ(E.L.Deci)は,モ チ ベ ー シ ョ ンを 内発 的 モ チ ベ ー シ ョン と外 発 的

モ チベ ー シ ョ ンに 区 別 して い る㈹ 。 デ シ に よれ ば,内 発 的 に モ チ ベ ー トさ れ

た 行動 とは,有 能 と 自己決 定 的 で あ る こ とを 感知 したい とい う人 の欲 求 によ っ

て 動 機 づ け られ た行 動 で あ る。 即 ち,自 分 自身 の 内 に あ る もの か らモ チベ ー

シ ョ ンを生 じる。 一 方,外 発 的 モ チ ベ ー シ ョ ンと は,報 酬,地 位,福 利 厚 生

な ど 自分 自身 の外 に あ る もの で あ る。 デ シ に よれ ば,そ れ らの外 的報 酬 は 内

発 的 モ チベ ー シ ョ ンを低 下 させ る(17)。

ビッ グス(J.Biggs)と ワ トキ ンス(D.Watkins)は,こ の よ うにモ チ ベ ー
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シ ョ ンを 内発 的 モ チ ベ ー シ ョン と外 発 的 モ チベ ー シ ョ ンに 区別 す る の は,欧

米 的 な思 考 様 式 で あ る と主 張 す る㈹ 。 彼 等 に よれ ば,中 国 人 の モ チ ベ ー シ ョ

ンは,内 発 的 モ チ ベ ー シ ョン と外 発 的 モ チベ ー シ ョ ンが重 な り合 って い るか

も しれ な い し,そ の よ うな概 念 が 存 在 して い な いか も しれ な い。 ビ ッグ ス と

ワ トキ ンス は,中 国人 の 特徴 と して,プ ラ グ マ テ ィ ック(実 際 的 ・実 用 的)

を挙 げ て い る。

レ ン ウ ィ ック(G.Renwick)も 二 極 的 な思 考 様 式 は 欧 米 的 で あ り,モ チ

ベ ー シ ョ ンが ど こか ら生 じるの か を 分析 す る こ と は欧 米 に お い て は,重 要 で

あ る と指 摘 す る('g)。一 方,彼 は,中 国 人 が 関 心 を 払 う の は モ チ ベ ー シ ョ ンで

はな く,行 動 で あ る と主 張 す る。 中 国人 の管 理 者 は部 下 が,父 親 は子 供 が,

適 切 な行 動 を と る こ とを 期待 す る。 部下 や 子 供 は悪 い行 動 に は罰 が与 え られ

るた め に,期 待 され た 行 動 を と ろ う とす る。 つ ま り,日 本 人 マ ネ ジ ャー や欧

米 人 の マ ネ ジ ャー が 中 国人 従 業 員 を"モ チベ ー ト"し た い 場 合,彼 等 の期 待

や 役 割 の 明確 化 が 不可 欠 で あ る。 ビ ッグ ス と ワ トキ ンス と 同様,レ ンウ ィ ッ

ク も,中 国人 が プ ラ グ マテ ィ ックに 考 え 行 動 す る特 徴 が あ る と説 明 す る。

で は,プ ラグ マ テ ィ ックな人 間 を 動 か す 良 い方 法 は な い だ ろ うか。

ブ ー ス(C.Boos)等 は,中 国 人 従 業 員 の モ チ ベ ー シ ョ ンを 高 め る もの と

して,シ ンボ ル に よ る面 子 を与 え る方 法 を挙 げて い る(20)。シ ンボ ル とは,携

帯 電 話,会 社 の車,快 適 な オ フ ィス,海 外 研 修 な ど で あ る。 ま た,ブ ー ス等

は,欧 米 人 の マ ネ ジ ャ ー に,中 国 人 の 思 考 様 式 を理 解 しよ う と しな い で,欧

米 式 の マ ネ ジメ ン トス タ イル を 修 正 せ ず に,中 国 に持 ち込 む とい った態 度 を

と らな い よ うに警 告 して い る(2')。さ らに,ブ ー ス等 は,他 社 か らの 引 き抜 き

の防 止 対 策 と して,社 内で キ ャ リア を高 め る プ ラ ンを提 示 す る こ との重 要 性

に も触 れ て い る(22)。プ ラ グマ テ ィ ックな 人 間 は,将 来 像 を描 く こ とが で きな

い会 社 に見 切 りを つ け る のは 早 いか らで あ る。

つ ま り,自 己 の 利 益 を追 求 す る プ ラ グ マ テ ィ ッ クな人 間 に は,シ ンボ ル の
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供 与 は,有 効 な方 法 で あ る。 米 国 に進 出 して い るあ る 日系 企 業 で 行 って い る

方 法 だ が,パ ー キ ング を1ヶ 月 間,社 長 の 隣 に 許 可 を す る と い った方 法 も,

パ ー キ ング の場 所 が,シ ンボ ル 的 な役 割 を 果 た す の で あ る。

プ ラ グ マ テ ィ ッ クな人 間 に 限 った こ とで はな いが,自 文 化 の や り方 や価 値

観 を修 正 せ ず に,中 国人 従 業 員 を マ ネ ジ メ ン トしょ うとす る 自文 化 中 心主 義

的 な態 度 も危 険 で あ る。 ブー ス等 は,マ ネ ジ ャーが,中 国人 従 業 員 に,自 文

化 中心 主 義 的 な 態度 を と って も,メ リ ッ トが あ れ ば会 社 に と どま るか 否 か,

あ る い は,逆 に,他 社 に よ り強 い プ ラ グマ テ ィ ック な イ ンセ ンテ ィ ブが 与 え

られ て も,マ ネ ジ ャー との 間 に信 頼 関係 が構 築 され て いれ ば,そ の マ ネ ジ ャー

の下 に と ど ま るか 否 か につ いて は記 して い な い。

プ ラ グマ テ ィ ックな 人 間 は,メ リ ッ トに よ って動 く。 日本 的 な 組 織 に対 す

る 忠 誠 心 に よ って で は な い。 「個 」 の 利 益 追 求 の 実 現 が,彼 等 に行 動 を 起 こ

させ るの で あ る。

中 国 ヘ シ ス テ ム 開発 を 発 注 して い る1社 社 長 に よ れ ば,中 国 人 シ ス テ ム エ

ン ジニ ア(SE)は,最 新 の シ ス テ ム 開 発 の ス キ ル を 習 得 しよ う とい う意 欲

が 高 い 。 ま た,ハ イ レベ ル の情 報 処 理 の シス テ ム開 発 に対 す る参 加 意 欲 も高

い。 プ ラ グマ テ ィ ックな人 間 は,自 分 が 現 在,所 属 して い る組 織 の 中 で,キ ャ

リア ア ップ が可 能 で あ る か否 か,可 能 で あ れ ば,ど の レベ ル ま で可 能 か,ど

の よ う なKSAs(Knowledge,Skill,Ability:知 識 ス キル,能 力)を 得 る

こ とが で き るの か,自 問 して い るの で あ る。

中国人従業員の意識 とモチベーシ ョン

日系のメーカーは,品 質に対するこだわりが強 く,高 品質の製品を製造で

きることを誇 りとしている。また,高 品質の製品を提供するというミッショ

ンを持ち,そ れが社会的責任であるという意識がある。 しかし,こ の意識は,
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中国人従業員の意識とは乖離 しτいる。 これまでに,日 系企業で働 く中国人

従業員を対象に,ヒ ア リング調査を実施 してきたが,彼 等の声の一部か らも,

そのことは明らかである。彼等の声の中には,真 面目な日本人マネ ジャーな

らば,驚 きや呆れるような声 もある。

・「(日本人)上 司は,良 品と不良品について細かすぎる。不良品にほこり

がついた原因を探すが,そ こまでやる必要はない。 日本人が不良品と思

うものは,中 国人には大丈夫。不良品が出ても,買 う側に責任がある。

修理するのは,買 う側」

・「ドアを閉めることが,ど うして品質と関係があるのか理解できない。

中国人は,モ ノを造ればよいと思っている」

・「清潔 にす ることが,ど のように良品 と関係するのか理解 している人

(中国人)と していない人がいる」

上の中国人従業員の声から,日 系企業が誇る品質に対する意識づ くりが充

分になされていないという問題点がみえて くる。 日本人と中国人がモノを造

る際,意 識のベクトルの方向性やベクトルの太さが,か なり異なっているの

である。

品質管理の上では,極 あて作業標準書は重要である。 しか し,ヒ アリング

調査において,受 動的動機づけにおいてすら機能 しに くいと疑われるような

反感を,作 業標準書に対 して抱いている中国人従業員 もいた。

・「中国人は,作 業標準書が好 きではない。なぜ,作 業標準書を守 らなけ

ればならないのか。.日本人は,統 一性を求めるが,中 国人の考え方は複

雑で,統 一できない。 目標を達成するには,い ろいろな考えや方法があ

る」

彼は,中 国人の間では,他 の中国人従業員に影響を与えるようなポジショ

ンにいる。 また,彼 の意見は,他 の中国人従業員の意見を集約 しているよう

に思われた。
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日本 人 マ ネ ジ ャ ー は,作 業 標 準 書 を トレー ニ ン グに よ って,守 られ る よ う

にな る と考 え が ちで あ る が,中 国 人 の 目か らす れ ば,統 一 性 が む しろ単 純 性

と結 びつ い て捉 え て い る とい う文 化 的 な 差 が,こ こ に現 れ て い る。 こ う した

中国 人 従 業 員 に,作 業 標 準 書 を受 容 させ る た め に は,意 味 づ け/意 義 づ けを

行 わ な けれ ば な らな い。 そ の 中 で は,上 の 発 言 に み られ る 日本 と中 国 の 文 化

的 な差 異 を縮 め る よ うな 工 夫 が な され な けれ ば な らな い。 中 国 人従 業 員 をマ

ネ ジメ ン トす る上 で,意 味 づ け/意 義 づ け が,極 め て重 要 にな って くるか ら

で あ る。

モ チ ベ ー シ ョ ンの 視 点 か ら言 え ば,中 国 人 従 業 員 は,罰 金 を主 とす る罰 や,

作 業 標 準書 に代 表 され る詳 細 な ル ー ル な ど,受 動 的動 機 づ けに よ って モチ ベ ー

トされ てい る。 同 じ く,受 動 的 動機 づ け と して,「 報 ・連 ・相 」(報 告 ・連 絡 ・

相 談)が あ る。 日本 の 経 営 に お い て は,「 報 ・連 ・相 」 は,プ ロセ ス を重 視

す る こ とに よ って,良 い結 果 を生 む た あ に用 い られ て い る手 法 で あ る。 特 に,

現 地 の メ ー カ ー で は,高 品質 を 維 持 す るた め に,必 須 の もの と して,日 本 人

マネ ジ ャー達 に よ って,中 国 人 従 業 員 に課 せ られ て い る。 と こ ろが,中 国 人

従 業 員 の声 を 聞 く と,こ の 「報 ・連 ・相 」 が,実 に,不 評 で あ る。

・「仕 事 を 任 せ られ て い な い」

・「信 頼 され て い な い」

・「細 か す ぎ る」

これ らの 中 国 人 従 業 員 は,日 本 人 上 司 が,頻 繁 に仕 事 の 進 捗 状 況 を彼 等 に

求 あ る フ ィー ドバ ック の行 動 を,「 干 渉 」 と して捉 え て い る。 「報 ・連 ・相 」

に よ って,彼 等 は,行 動 の選 択 を奪 わ れ,不 自由 な 状 態 に置 か れ て い る と感

じて い るの で あ る。 つ ま り,良 品 の経 営 を確 保 す るた め の手 段 の はず が,デ ィ

モ チベ ー トの要 因 と化 して い るの で あ る。

ケ リー(C.Kelley)が,日 本 人,中 国 人,米 国 人 を対 象 に 実 施 した 異 文

化 適 応 テ ス トの結 果 を み る と,感 情 的 回復,柔 軟 性/開 放 性,感 覚 の鋭 さ,
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自律 性 の4つ の次 元 の 中 で,中 国人 と米 国人 は 自律 性 の ス コ ア ー が 日本 人 よ

り も高 い㈱ 。 自律 性 の高 い人 間 は,自 己 決定 や 自 己効力 感 に よ って,モ チ ベ ー

トされ る。 「報 ・連 ・相 」 は,自 己決 定 の意 識 や 自 己効 力 感 を低 下 させ,彼

等 を デ ィモ チ ベ ー トす る結 果 を導 くの で あ る。

で は,日 本 人 上 司 は,「 報 ・連 ・相 」 の 手 法 を 止 め る の か,あ る い は,続

け る の か,続 け るな らば,ど の よ う な形 で デ ィモ チ ベ ー シ ョンを 妨 げ る こ と

が で き る の か。

多 くの 日本 人 上 司 は,ま だ,「 正 直 な と こ ろ」 中 国 人 従 業 員 に対 して,不

信 を抱 い て い る。 彼 等 に と って,「 報 ・連 ・相 」 は,や は り捨 て る こ と の で

きな い 管理 手 法 で あ る。 それ な らば,デ ィ モ チベ ー トを しな い よ うな方 法 で,

「報 ・連 ・相 」 を 維 持 して い くには,ど の よ うに した らよ い の だ ろ うか 。

これ に対 して は,ト ー マ ス(K.Thomas)の 内 発 的 報 酬 の 概 念 を 用 い て

み る(24)。彼 は,デ ィ モチ ベ ー シ ョ ンを 緩 和 し,人 を 内発 的 に動 機 づ け る には,

「自分 で 行 動 を選 択 で き る と い う感 覚 」 が 必 要 で あ る と述 べ て い る ⑳。 そ こ

で,日 本人 上 司 は,許 容 で き る範 囲 の 行 動 の 自由 を与 え る。 筆 者 は,こ れ に

参 加 とオ ー ナ ー シ ップの 感 覚 を 加 え た い。

例 え ば,両 者 が 協 議 を して,定 期 的 に 中国 人 従 業 員 か ら,フ ィー ドバ ック

を させ る期 日 を設 定 す る。 そ れ は,両 者 の合 意 で 決 定 した の で,「 干 渉 」 に

は な らな い。

そ の よ う に して,中 国 人従 業 員 の認 識 を 変 え,プ ロ セ ス も重 視 しな が ら,

彼 に,日 本 人上 司 が,許 容 で き る範 囲で,行 動 の選 択 と 自由を与 え,オ ー ナ ー

シ ップの 感 覚 を持 た せ る。 そ れ が,モ チ ベ ー トす る秘 訣 で あ る。

以上,品 質,作 業 標 準 書,「 報 ・連 ・相 」 の3点 につ い て述 べ た。

これ らに対 す る 中 国人 従 業 員 の考 え方 や捉 え方 は,日 本 人 に と っ て,全 く

「異 」 の 部 分 で あ る。 この 「異 」 の 部 分 を どの よ う に して 扱 い,彼 等 と コ ラ

ボ レー トしな が ら品 質 の高 い製 品 を造 って い け るの だ ろ うか 。
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ここで,一 つの原理原則が見えてくる。それは,第1に,「 異」に対 して,

譲れるものと譲れないものを区別することである。大抵の日本企業では,品

質については,絶 対に譲 る意思はない。その時点での作業標準書についても,

ほぼ同様である。譲れないものに対 しては,コ ラボレーティング,教 育研修,

デ ィスカッション等を通 じて,徹 底 して意味づけ/意義づけを行う。

その過程で,品 質の概念や作業標準書の重要性が理解できた上で,受 容で

きる中国人従業員が出て くるであろうし,理 解はできても,受 容に関 しては,

心理的に抵抗を示す中国人従業員 も出てくるであろう。前者の場合は,受 容

によって,能 動的動機づけの段階に入 ることができる。一方,後 者の場合に

は,相 変わ らず,受 動的にとどまるかもしれないが,少 な くとも,日 本企業

側が望んでいる意思というもの,こ の工場で働 く限 り作業標準書が不可欠で

あるということは,理 解できるはずである。それは,極 めて重要である。

以下では,ヒ アリング調査に基づいて,中 国人従業員の声の中から,モ チ

ベーションと関係のある要因を,一 部,挙 げてみよう。

第1に,中 国人従業員の提案の扱いである。

・「(日本人)上 司は,意 見を聞いてくれるが,実 行 してくれない。例えば,

電力不足のたあに,発 電機を購入 した。私は,各 工場で,電 気を分ける

のではなく,一 つの工場にだけ,そ の購入 した発電機を使い,他 の工場

は,市 の電力でカバーすることを提案 した。 しかし,取 り入れて くれな

かった」

提案をした現地従業員には,不 採用の理由について明確な説明がなかった。

現在,金 融機関のある海外支店長(日 本人)の 経験談では,国 内で提案を し

て採用 されなかった時に,彼 の上司は,単 に,「採用されるものを持 って来

い」 と言 ったのみであった。 しかし,海 外支店長 となった彼の仕事の一つに,

不採用の提案を出した現地従業員に対する明確な理由の提示がある。不採用

の明確な理由を添えないと,現 地従業員は納得せず,モ チベーションを低下
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させてしまうからである。

第2に,愛 社精神 と契約主義に対する理解の程度である。

・「『会社のために,頑 張れ』『全力をつ くして,こ の会社のためにやれ』」

というようなことは,契 約主義的な考えをする自分(中 国人)達 には無

理。 このことは,(日 本人の)上 司には,話 していないけれど」

・「中国人は,契 約を結んでいる。『日本人はうちの会社』 と言 うけれど,

自分の会社ではないでしょ」

確かに,中 国人従業員の中には,日 系企業に対 して愛社精神を持 っている

従業員 もいる。筆者 もそのような中国人従業員に出会 ったことがある。

・「私は,こ の会社の立ち上げの時か ら関わったので,会 社に対 して感情

的なものがあります」

契約主義的な思考様式の強い文化では,明 確な職務範囲を記 した職務記述

書が必要になる。職務範囲が,曖 昧なために,モ チベーションが高まらない

と語 った日系企業で働 く現地従業員にヒアリングをしたことがある。愛社精

神のない契約主義的な思考様式の強い現地従業員に,「会社のために頑張れ」

と言 うのではな く,敢 えて言 うな らば,「 それはあなたの職務範囲ですよ。

契約 しましたよね」と明示的にコミュニケーションをとる方が有効である。

第3に,中 国人従業員に対する傲慢な態度である。

・「偉そうな顔を したり,そ うした態度をとる日本人がいます。表情や目

つきで分か ります。一緒に,外 出する時に,日 本語で中国人従業員に対

する不平や不満を言 う人 もいます」

態度や表情,目 つきといった非言語は,相 手 にメ ッセージを送る。中国人

従業員は,そ れらの非言語に敏感なのである。裏返せば,モ チベーションを

高めるような態度,表 情,目 つきにも,同 様に敏感である。

第4に,面 前での叱責である。

・「面前で叱る(日 本人)上 司がいます。中国人には,面 子が大切です」
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面前での叱責は,個 人の尊厳を傷つけ,モ チベーションを低下 させると共

に,叱 責 した人物に対する敵意や,心 理的抵抗を招 く。これは,協 働に対す

る阻害要因であり,生 産性や効率に対 し逆効果である。面前での叱責を受け

入れる日本文化 とは,相 違する点に留意 したい。

近年,日 本でも若い世代の従業員を面前で叱責できなくなったとある企業

の管理職が筆者に語 ったが,そ の面では,日 本文化にも変化が出てきた。昔

は,確 かに,面 前での叱責は,見 せ しめや職場の雰囲気を引き締めるという

効果 もあった。ところが,現 在の若い世代の従業員を面前で叱責すると,そ

れに対 して思いもかけない反撃をくらうこともあるし,意 図 した範囲を越え

て,部 下が意欲を失 う場合がある。ある意味,日 本の同一文化において も,

世代のギャップは,異 文化に等 しいものがあるのかもしれない。

中国人マネジャーは,ど のようにして中国人部下のモチベー ションを高め

ているのか。次に,中 国人マネジャーに,① どのようにすれば,中 国人従業

員のモチベーションを高めることができるのか,② 日常業務の中で,ど のよ

うにして中国人部下のモチベーションを高めているのか,③ もし,部 長ない

し課長ならば,ど のようにして,中 国人部下のモチベーションを高めるのか

について質問 してみたQ

① に関 しては,昇 給が最 も多かったが,そ れ以外にも,い くつかの要因が

挙がった。例えば,中 国人従業員か ら,以 下のような声を聞くことができた。

・「自分が上司ならば,部 下 に自分が信頼 していることを示 します」

・「良いコミュニケーションを大切にします」

・「良い職場の人間関係を作 ります。私 も,そ れでやる気が出るからです」

さらに,次 のような回答 もあった。

・「日本人と中国人では,給 料の差が大きいです。中国人は不公平だと思っ

ていますよ。ですか ら,ご 馳走をしてもらうとうれしい。心のバランス

がとれるのです。部下にも,ご 馳走をするのがよいで しょう」
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②と③の質問に対しては,大 抵の中国人マネジャーが,回 答できなかった。

それについては,日 常の業務の中で,部 下のモチベーションについて意識 し

ていない,中 国人マネジャー自身のモチベーションが低い,中 国人マネジャー

が育成されていない等の理由が挙げられる。

日本人上司が,中 国人部下のモチベーションの向上 という問題に直面 して

いるのと同様に,中 国人上司の中にも,中 国人部下のモチベーションの問題

を抱えている上司がいる。

・「部下に対 して,将 来,日 本人がやっている仕事ができるようにな りま.

すと言 っているのですが,(中 国人部下は)信 じてくれません。『保証で

きますか』と聞き返す人 もいます。 そう言われると,『 できる』とは言

えません」

そこで,こ の中国人マネジャーは,日 本人上司が,3年 から5年 の期間に

わたって,将 来像を描 くことを強 く望んでいる。能力のある中国人部下とそ

うでない部下を明確に区切 り,給 料に差をつけるべきであると語 った中国人

マネジャーもいた。

彼等の上司に当たる日本人マネジャーは,ど のようにして彼等をも含む中

国人従業員のモチベーションを高めているのか。

・「不良品を出 しても,ペ ナルティなど恐 くないとい う中国人従業員がい

ます。『どうして不良品を造ったのか』 と聞 くと,『 じゃあ辞めます』と

言 うのです」

このような従業員の数は,驚 くことに,全 体の半数近 くに上ると言う。つ

まり,企 業によっては,罰 金 という動機づけが機能 しにくい状況にある。別

の 日本企業では,「罰金を払 うのだか ら,責 任を持つ必要はない」 という社

員が増加 し,罰 金制度の見直 しを図っている㈲。

2年 前 に,中 国に進出 している日本企業で,中 国人駐在予定者(当 時)を

対象に,中 国を取 り上げなが ら,異 文化 ビジネスに関する教育研修を日本で
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実施 した。今日,そ の追跡調査 も現地で行 ってみた。

・「あの時は,ピ ンとこなかったのです。説明されていることが,本 当に

あるのかなあという感 じでした。通訳を使えば,で きるのではないかと

思 っていました」

同じ教育研修に参加 した もう1人 の日本人駐在員(現 在)は,次 のように

語 った。

・「研修でやったゲームのようなことが,実 際,起 きています。今は,ど

のようにして,彼 等(中 国人従業員)に 目標を達成させたらよいのか困っ

ています」

2人 が勤務 している日系企業では,中 国人従業員に,「私の作業ポイン ト」

を書かせ,従 業員の顔写真と共に掲示 している。それを見 ると,中 国人従業

員は,「不良品は,絶 対に次の工程に渡 さないこと」「お客様に不良品を渡さ

ないこと」「工具を使用終了後,も との所に返すこと」「部品の見分 けを して

おくこと」等,各 自が作業のポイン トを挙げている。また,こ の日系企業で

は,「受 け取 らない ・造 らない ・流 さない」によって,「不良ゼロ化活動」を

推進 している。 さらに,末 端の労働者というイメージが強いワーカーという

言葉を使用せず,彼 等を 「先端作業者」と呼ぼうという運動を行 っている。

米国に進出している日系企業の中には,ワ ーカーをはじめ トップも含め,

「アソシエイ ト(仲 間)」 と呼んでいる企業がある。米国人が重視する 「平等」

や 「公平」一 建前的なところもあるが一 といった価値観に訴えたやり

方である。 同様に,「 先端作業者」は,中 国人が尊重する面子を考慮に入れ

ており,有 効な方法である。

「私の作業 ポイン ト」や 「不良ゼロ化運動」 も,意 味づけ/意 義づけと関

係がある。 日本にいる日本人従業員にとっては,中 国人従業員が掲げた 「私

の作業ポイント」は,理 解し,自 己のものとして受容 しているのである。

これまで,中 国人従業員の意識について述べてきたが,日 本人上司の意識
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とのギ ャップを埋める研修や,何 らかの対策が急務 であるということは,お

分か り頂けたであろう。また,筆 者は,2人 の教育研修の参加者に,現 地で

追跡調査を行 うことができ,赴 任前と赴任後の2本 立てで教育研修が必要で

あることを,改 めて認識 した。
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